
資料 2：令和 7 年度の活動報告 

番号 実施日 実施内容 

上越海上保安署 

1 通年 
巡回に併せての遊泳者、釣り人等マ

リンレジャー愛好家への安全指導 

海難防止啓発リーフレットの配布等を実施。 

2 6 月～8 月 
上越市内の釣具店への訪問 直江津地区は釣り人が多く訪れ店舗数もあるた

め一定の効果があったと思われる。  

3 6 月 
教育関係者に対する海難防止講習 上越地区教職員に対し海浜事故防止について講

習を実施。  

4 7 月 
黒井浜での安全指導 黒井浜及び直江津港口において安全指導を実

施。 

5 7 月 
道の駅での安全啓発 道の駅あらいにおいて、県外客を中心にマリン

レジャーの安全啓発活動を実施。  

6 7 月 
メディアを通じた安全啓発 県外ラジオを通じて多くの視聴者に海難事故防

止の呼びかけを実施した。  

上越警察署 

1 7 月 

臨海学校で訪れた小・中学生に対す

る水難事故防止指導及び警戒パト 

ロール 

臨海学校に訪れた各学校関係者及び生徒に対し

水難事故防止指導を行ったうえ警戒パトロール

を実施した。 

2 8 月 

なおえつ海水浴場緊急パトロー

ル・広報 

８月１５日から８月２２日までの間、上越警察

署直江津駅交番が、なおえつ海水浴場管理棟職

員や浜茶屋経営者などに対し、交番速報を配布

のうえで海岸利用者に対する水難事故防止広報

の協力依頼を行い、海岸利用者に対しても注意

喚起の呼びかけを実施した。  

3 7 月～8 月 

沿岸パトロール及び水難事故防止

広報活動 

７月から８月までの間、海水浴シーズンにおけ

る管内海水浴場及び海岸に対するパトカー等に

よる沿岸パトロールと水難事故防止広報活動を

実施した。  

4 7 月～8 月 

立入禁止場所の取締り 突堤などの立入禁止場所の警戒を行い、同所に

侵入した釣り人に対する指導、警告及び取締り

を実施した。  

5 7 月～8 月 

広報誌を活用した水難事故防止広

報 

７月及び８月に各交番や駐在所が発行した「広

報紙」に、水難事故防止に関する注意喚起記事

を掲載して事故防止を呼びかけた。   



番号 実施日 実施内容 

上越地域消防局 

1 

4 月 24 日 

海岸パトロール 上越市西海岸地区（船見公園） 

2 
海岸パトロール 上越市夷浜・西ヶ窪浜 

3 
海岸パトロール 上越市柿崎区上下浜海岸 

4 

6 月 7 日 

海岸パトロール 上越市大潟区九戸浜地区海岸 

5 
海岸パトロール 上越市柿崎区直海浜地区 

6 
海岸パトロール 上越市柿崎区竹鼻地区 

7 6 月 15 日 
海岸パトロール 上越市居多地区海岸 

8 6 月 20 日 
海岸パトロール 上越市長浜地区海岸 

9 6 月 22 日 
海岸パトロール 上越市名立区名立大町地区海岸 

上越観光コンベンション協会 

1 

7 月 12 日

～ 

8 月 17 日 

なおえつ・たにはま海水浴場管理所

の運営業務受託 

上越市より委託を受け、なおえつ海水浴場にて

海水浴客の水難事故防止に努めた。  

2 7 月 18 日 

ジェットスキーを利用した救助訓

練 

対象：管理所救護員 

事故現場への到着・救助後の砂浜までの運搬が

迅速になされた。 

上越漁業協同組合 

     特になし  
 

名立漁業協同組合 

     特になし   

上越市海岸協議会 

     特になし   

上越市 

1 

通年 

所管施設に水難事故防止注意喚起

チラシの配置及び表示板の掲示 

施設利用者へ注意喚起を実施した。 

2 

津波避難誘導看板の設置及び維持

管理 

津波避難に係る、避難誘導看板の新規設置及び

既設看板の維持管理を実施した。 



番号 実施日 実施内容 

3 4 月～6 月 

津波避難説明会 令和 6年能登半島地震の際に発生した津波被害

を鑑みて、津波避難に係る基本的な考え方を全

町内会に出向き説明会を実施した。 

4 

4 月 

海岸パトロール ゴールデンウィークに向け、海岸環境パトロー

ルを行い、危険箇所の把握を実施した。 

5 

柿崎区総合事務所だよりに水難事

故防止注意喚起記事掲載 

総合事務所だよりを全世帯に配布で、広く市民

に周知した。 

6 

通知による水難事故に関する注意

喚起 

農林水産省、国土交通省及び海上保安庁の通知

をとおして、児童生徒に対して、大型連休期間

から夏休み期間にかけての水難事故防止の指導

を実施した。 

7 5 月 

水難事故防止に係る啓発チラシを

13 区総合事務所に設置 

来庁者に対し注意喚起を実施した。  

8 

7 月 

海岸パトロール 海開きに向け、海岸環境パトロールを行い、危

険箇所の把握を実施した。海水浴場監視員と共

有した。  

9 

水難者救助訓練 水難者を発見した際、救助活動を迅速に行える

よう管理員と浜茶屋組合員で訓練を実施した。 

10 

注意喚起 広報掲載の代わりに公民館事業の「海の交流

会」で参加小学生に水難事故の注意喚起を実施

した。 

11 

校長会や通知による水難事故防止

向けた指導依頼 

河川等の水難事故が多い夏休みを前に、文部科

学省の通知をとおして、児童生徒への水難事故

防止の指導を徹底した。 

12 

河川の増水及び高波に対する注意

喚起の記事を広報上越 7月号に掲

載 

全市的に注意喚起を実施した。  

13 7～8 月 

船見公園内（トイレ、更衣室）に

注意喚起チラシを掲示する 

水難事故防止チラシを掲示し、注意喚起を実施

した。  

14 8 月 
注意喚起 防災行政無線で注意喚起を実施した。  



番号 実施日 実施内容 

高田河川国道事務所 

1 4 月 11 日 

河川の安全利用点検（ＧＷ前） 利用者の観点から危険と思われる箇所を調査

し、問題の程度に応じて施設への立ち入り防止

や修繕等を実施した。 

2 4 月 24 日 

ＧＷ前の合同海岸パトロール 上越地域振興局治水課からの依頼により合同パ

トロールに参加し、利用者の観点から危険と思

われる事柄を注進した。 

3 6 月 25 日 

河川の安全利用点検（夏休み前） 利用者の観点から危険と思われる箇所を調査

し、問題の程度に応じて施設への立ち入り防止

や修繕等を実施した。 

4 7 月 14 日 
海開き前の機関別パトロール 利用者の観点から危険と思われる箇所を調査

し、上越地域振興局治水課へ報告した。 

5 ２回／週 
河川巡視にて水難事故の注意喚起 特に河川導流堤内に入っている利用者（釣り人

等）に対して注意喚起を行った。 

上越地域振興局 企画振興部 

1 通年 
局内各所属からの情報収集 水難事故情報について、振興局内所属から情報

収集し、共有した。  

上越地域振興局 農林振興部 

1 4 月 22 日 
治山施設のパトロール 

（ＧＷ前） 

陥没等の危険箇所あり、危険箇所への立ち入り

者なし  

2 6 月 11 日  

治山施設のパトロール 

（ＧＷ後） 

陥没等の危険箇所なし、危険箇所への立ち入り

者なし  

3 6 月 20 日 
治山施設のパトロール 陥没等の危険箇所なし、危険箇所への立ち入り

者なし  

上越地域振興局 直江津港湾事務所 

1 4 月 24 日 
合同海岸パトロール 西海岸で意見のあったコンクリート蓋の消失は

対応済み 

上越地域振興局 地域整備部（事務局） 

1 4 月～3 月 
海岸パトロール（委託）  海岸保全施設等の点検（月１回程度）  

2 4 月 11 日 

海岸保全施設、人工海浜等の安全

利用点検(第１回）  

名立大町海岸ほか９海岸  

3 4 月 24 日 
合同海岸パトロール 上下浜地区海岸、西ヶ窪浜地区海岸、西海岸

（船見公園）のパトロール 



番号 実施日 実施内容 

4 4 月 22 日 
報道機関を通じた啓発活動 

（第１回）  

上越タイムス(4/22)  

5 6 月 16 日 
海岸保全施設、人工海浜等の安全

利用点検(第２回）  

名立大町地区海岸ほか９海岸  

6 7 月 22 日 
報道機関を通じた啓発活動 

（第２回）  

上越タイムス(7/22)  

 


